
◎公益通報者保護法の一部を改正する法律 
（令和七年六月一一日法律第六二号）   

一、 提案理由（令和七年四月一五日・衆議院消費者問題に関する特別委員会） 

○伊東国務大臣 ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案

につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 

 公益通報者保護法の令和二年改正後においても、国民の生命、身体、財産その他の利

益の保護に関わる法令に違反する事実等が発生しており、公益通報に適切に対応するた

めの事業者の体制整備の不徹底と実効性の課題が認められます。また、国際的な潮流と

して、公益通報者の保護の強化が進んでいます。 

 こうした状況を踏まえ、事業者における法令の規定の遵守を図る観点から、事業者の

体制整備の徹底と実効性の向上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への

対処、及び公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止、救済の強化を図る必要がある

ため、この法律案を提出した次第です。 

 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、従事者指定義務に違反する事業者に対して、勧告に従わない場合の命令権及

び命令違反時の罰則を定めるとともに、事業者に対する立入検査権限等を定めることと

しています。また、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示する

こととしています。 

 第二に、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にあ

る特定受託業者に係る特定受託業務従事者を追加し、公益通報をしたことを理由とする

業務委託契約の解除その他不利益な取扱いを禁止することとしています。 

 第三に、事業者が、労働者に対して、公益通報をしない旨の合意をすることを求める

こと等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止するとともに、これに違反して

された合意等の法律行為を無効とすることとしています。また、事業者が、公益通報者

を特定することを目的とする行為をすることを禁止することとしています。 

 第四に、公益通報後一年以内にされた解雇又は懲戒について、公益通報を理由として

されたことに係る立証責任を事業者に転換するとともに、公益通報をしたことを理由と

して解雇又は懲戒をした者に対し、罰則を定めることとしています。 

 なお、一部の附則規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日から施行することとしています。 

 以上が、この法律案の提案理由及び概要でございます。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願いを申し上げます。 

 済みません、再度ちょっと訂正をさせていただきます。今日は三回目ですね。 

 三ページの第二にというところでありますが、働き方の多様化を踏まえ、公益通報者

の範囲に、事業者と業務委託関係にある特定受託事業者、これを業者と読んでいたもの

でありますから、事業者に係る特定受託業務従事者ということでありますので、先ほど



の事業者を業者と読んだ点につきまして修正をさせていただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

二、 衆議院消費者問題に関する特別委員長報告（令和七年四月二四日） 

○浦野靖人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特

別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護をめぐる国内外

の動向に鑑み、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向

上、公益通報者の範囲拡大、公益通報を阻害する要因への対処及び公益通報を理由とす

る不利益な取扱いの抑止、救済の強化を講じようとするものであります。 

 本案は、去る四月十五日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会

に付託され、同日伊東国務大臣から趣旨の説明を聴取しました。十七日から質疑に入

り、二十二日に参考人から意見を聴取しました。 

 二十三日には、本案に対して、立憲民主党・無所属から修正案が提出され、趣旨の説

明を聴取し、原案及び修正案について一括して質疑を行いました。 

 本日、質疑を終局し、立憲民主党・無所属から提出されていた修正案について撤回を

許可した後、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主

党・無所属クラブ、公明党及び日本共産党の六会派共同提出により、検討規定につい

て、検討の目途を施行後五年から施行後三年とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴

取しました。 

 次いで、採決いたしました結果、本案に対する修正案及び修正部分を除く原案はいず

れも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（令和七年四月二四日） 

○大西（健）委員 ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律

案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その内容を御説明申し上げます。 

 本修正案では、検討規定について、施行後五年と定められている検討の目途を施行後

三年とすることとしています。 

 以上が、本修正案の内容であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（令和七年四月二四日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。 

一 公益通報を理由とした不利益取扱いに関し、解雇・懲戒に加え、通報に対する報復

を目的とした配置転換についても無効とした上で、民事裁判において事業者側に立証

責任を負わせること及び当該配置転換を行った者に対する刑事罰の適用についての検

討を行うこと。 



二 公益通報を行おうとする者が躊躇することのないよう、資料の持ち出し等のいわゆ

る「公益通報に付随する行為」に関しても、公益通報を理由とした不利益取扱いと同

様に解雇・懲戒について禁止するとともに、これを無効とした上で、民事裁判におい

て事業者に立証責任を負わせること及び「公益通報に付随する行為」を理由に解雇・

懲戒を行った者に対する刑事罰の適用についての検討を行うこと。 

三 公益通報の通報先である内部通報窓口の充実を図るため、公益通報対応体制整備義

務の対象事業者の拡大についての検討を行うこと。 

四 事業者における通報の妨害及び通報者探索の禁止対象とならない「正当な理由」に

ついて、考え方を明らかにするとともに、内閣総理大臣が定める指針等において、潜

脱的な行為を防ぐため、その範囲を限定して規定した上で適切な周知を行うこと。 

五 昨今の地方公共団体における公益通報制度に係る事案を念頭に、消費者庁は地方公

共団体に対する地方自治法に基づく技術的助言を行うとともに、地方自治の本旨を踏

まえ、本法第二十条にある国及び地方公共団体への除外規定の在り方についての検討

を行うこと。 

六 濫用的通報が公益通報対応業務従事者等の内部通報担当者の負担となることに鑑

み、消費者庁は法が適正に運用されることを目的として濫用的通報の実態を調査し、

その結果を踏まえ必要な措置を検討すること。 

七 消費者庁は、内部通報体制整備義務の履行を徹底し、新設された立入検査権を実効

性あるものとするため、同庁内部の人材育成・人員増強・必要な予算の確保を行うと

ともに、将来的に本法の規定に違反した事業者に対する行政措置を十分に担うことの

できる体制を整えるための組織的基盤の強化を図ること。 

八 本法附則第九条に基づく本法の見直しは、本委員会での審議を踏まえ、「公益通報

者保護制度検討会報告書」に挙げられた検討項目等の諸課題について、速やかに随時

立法事実の収集に努め、必要に応じて改正についての具体的な検討を行うこと。 

九 本法附則第九条に基づく検討に当たっては前述したものに加え、正当な理由のない

通報者探索に対する規制の在り方、保護される者の範囲の更なる拡大、公益通報に該

当する行為に係る刑事上の責任の免除、公益通報に関する紛争の迅速かつ適正な解決

に資する制度の在り方、通報対象事実の範囲の抜本的な見直し、事業者の内部通報窓

口の設置に係る負担軽減等についても検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を

講ずること。 

三、 参議院消費者問題に関する特別委員長報告（令和七年六月四日） 

○石井章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別

委員会における審査の経過と結果の御報告を申し上げます。 

 本法律案は、公益通報者の範囲を拡大するとともに、公益通報をしたことを理由とす

る不利益取扱いの禁止等の措置を強化するほか、公益通報に適切に対応するために事業

者がとるべき措置の充実強化を図るための措置を講じようとするものであります。 



 なお、衆議院におきまして、附則の検討規定について、施行後五年とされていた検討

の目途を施行後三年とする修正が行われております。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公益通報を理由とする

不利益な配置転換等の抑止・救済策、地方公共団体に対する指導の必要性、改正後の法

の周知の徹底等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願いま

す。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和七年六月二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 

一 公益通報を理由とした不利益取扱いに関し、配置転換やハラスメント等が禁止され

る不利益取扱いに含まれ得ることについて内閣総理大臣が定める指針に明記するとと

もに、通報に対する報復を目的とした配置転換についても無効とした上で、民事裁判

において事業者に立証責任を負わせること及び当該配置転換を行った者に対する刑事

罰の適用について、本委員会での審議等を十分に踏まえつつ実現に向けて検討を行う

こと。また、立証責任の転換に係る一年間の期間制限については、今後の立法事実の

蓄積を踏まえ、必要に応じて、見直しを検討すること。 

二 公益通報を行おうとする者が躊躇することのないよう、資料の持ち出し等のいわゆ

る「公益通報に付随する行為」に関しても、公益通報を理由とした不利益取扱いと同

様に解雇・懲戒について禁止するとともに、これを無効とした上で、民事裁判におい

て事業者に立証責任を負わせること及び「公益通報に付随する行為」を理由に解雇・

懲戒を行った者に対する刑事罰の適用について、本委員会での審議等を十分に踏まえ

つつ実現に向けて検討を行うこと。 

三 公益通報の通報先である内部通報窓口の充実を図るため、常時使用する労働者の数

が三百人以下の事業者における体制整備のための支援を早急に図り、公益通報対応体

制整備義務の対象事業者の拡大についての検討を行うこと。 

四 事業者における通報妨害及び通報者探索の禁止対象とならない「正当な理由」につ

いて、考え方を明らかにするとともに、内閣総理大臣が定める指針等において、潜脱

的な行為を防ぐため、その範囲を限定して規定した上で適切な周知を行うこと。 

五 昨今の地方公共団体における公益通報制度に係る事案を念頭に、消費者庁は地方公

共団体に対する地方自治法に基づく技術的助言を行うとともに、地方自治の本旨を踏

まえ、本法第二十条にある国及び地方公共団体への除外規定の在り方についての検討

を行うこと。 

六 濫用的通報が公益通報対応業務従事者等の内部通報担当者の負担となることに鑑み、



消費者庁は法が適正に運用されることを目的として濫用的通報の実態を調査し、その

結果を踏まえ必要な措置を検討すること。 

七 消費者庁は、内部通報体制整備義務の履行を徹底し、新設された立入検査権を実効

性あるものとするため、同庁内部の人材育成・人員増強・必要な予算の確保を行うと

ともに、将来的に本法の規定に違反した事業者に対する行政措置を十分に担うことの

できる体制を整えるための組織的基盤の強化を図ること。また、公益通報対応業務従

事者指定義務以外の体制整備義務についても、立入検査権の対象化及び刑事罰の導入

を検討すること。 

八 事業者が公益通報の受付や事実関係の調査等、公益通報対応に係る業務を法律事務

所等に外部委託する場合には、中立性・公正性に疑義が生じるおそれ又は利益相反が

生じるおそれがある法律事務所等は避けるべきことを周知徹底すること。 

九 本法附則第九条に基づく本法の見直しに関しては、本委員会での審議等を踏まえ、

正当な理由のない通報妨害及び通報者探索に対する規制の在り方、保護される者の範

囲の更なる拡大、公益通報に該当する行為に係る刑事上の責任の免除、通報対象事実

の範囲の抜本的な見直し等の「公益通報者保護制度検討会報告書」に挙げられた検討

項目等の諸課題について、速やかに随時立法事実の収集に努め、必要に応じて具体的

な改正の検討を行うこと。また、経済的負担の少ない紛争解決手段の創設を含めた公

益通報に関する紛争の迅速かつ適正な解決に資する制度の在り方、付加金等の経済的

負担を手当てする制度の導入、事業者の内部通報窓口の設置に係る負担軽減等につい

ても検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

  右決議する。 

 


